
　

本
連
載
の
第
１
回
（
本
誌
８
月
号
）
で
も
紹
介
し
た

よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
も
た
ら
し

た
経
済
の
危
機
的
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
ト
ラ
ン
プ

政
権
と
ア
メ
リ
カ
議
会
は
２
０
２
０
年
３
月
か
ら
４
月

に
か
け
て
、
４
つ
の
経
済
対
策
立
法
を
可
決
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
一
連
の
経
済
対
策
の
柱
の
一
つ
で
あ

る
失
業
給
付
の
上
乗
せ
支
給
（
週
６
０
０
ド
ル
）
が
７

月
31
日
を
も
っ
て
期
限
切
れ
と
な
り
、
９
月
末
に
は
苦

境
に
あ
る
航
空
旅
客
業
向
け
の
支
援
も
期
限
を
迎
え
ま

す
。
い
ま
だ
本
格
的
な
景
気
回
復
が
見
通
せ
ず
、
新
た

な
経
済
対
策
の
策
定
が
急
が
れ
る
状
況
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
米
議
会
で
は
、
３
兆
円
規
模
の
新
た
な
経

済
対
策
を
求
め
る
民
主
党
と
、
１
兆
円
規
模
の
対
策
で

よ
い
と
主
張
す
る
共
和
党
と
の
間
で
、
折
り
合
い
が
つ

い
て
い
ま
せ
ん
。
与
野
党
の
議
論
が
膠
着
す
る
な
か
、

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
８
月
８
日
に
４
つ
の
大
統
領
令

（presidential action

）
を
公
布
し
、
ホ
ワ
イ
ト

ハ
ウ
ス
主
導
で
新
た
な
経
済
対
策
を
実
施
す
る
姿
勢
を

明
確
に
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
や
や
医
療
分
野
か
ら
は

離
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最
新
の
経
済
対
策
と
い

う
べ
き
こ
れ
ら
大
統
領
令
の
主
な
内
容
と
そ
の
背
景
に

つ
い
て
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
令
に
つ
い
て

　

２
０
２
０
年
８
月
８
日
に
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
表
明

し
た
大
統
領
令
は
、
以
下
の
４
本
か
ら
な
り
ま
す
。
①

「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
連
し
た
大
規
模
災
害

宣
言
の
た
め
の
ニ
ー
ズ
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
可
に
関

す
る
覚
書
（1）

」（
Ｏ
Ｎ
Ａ
に
関
す
る
覚
書
）、
②
「
現
在

進
行
中
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
災
害
に

留
意
し
て
給
与
税
の
納
税
義
務
を
猶
予
す
る
こ
と
に

関
す
る
覚
書
（2）

」（
給
与
税
猶
予
に
関
す
る
覚
書
）、
③

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お

け
る
学
生
ロ
ー
ン
支
払
救
済
制
度
の
継
続
に
関
す
る
覚

書
（3）

」（
学
生
ロ
ー
ン
支
援
に
関
す
る
覚
書
）、
そ
し
て
、

④
「
賃
借
人
と
住
宅
所
有
者
に
支
援
を
提
供
す
る
こ
と

で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
と
戦
う
こ
と

に
関
す
る
行
政
命
令
（4）

」（
住
宅
支
援
に
関
す
る
行
政
命

令
）
で
す
。

　

今
回
の
４
つ
の
大
統
領
令
の
う
ち
、
３
つ
は
「
覚

書
」（M

em
orandum

）
で
あ
り
、「
行
政
命
令
」

（Executive O
rder

）
は
１
つ
で
す
。
覚
書
と
行

政
命
令
は
、
法
的
な
効
力
の
点
で
は
同
等
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
覚
書
の
場
合
、
そ
の
指
示
の
法
的
な
根
拠
を

明
確
に
示
す
必
要
は
な
く
、
ま
た
、
官
報
（Federal 

Register

）
で
告
示
す
る
義
務
も
課
せ
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
（5）

。
実
際
、
今
回
の
大
統
領
令
で
官
報
に
掲
載
さ

れ
た
の
は
、
４
つ
目
の
住
宅
支
援
に
関
す
る
行
政
命
令

だ
け
で
す
。
覚
書
は
オ
バ
マ
前
大
統
領
も
多
用
し
ま
し

た
が
、議
会
の
立
法
権
や
歳
出
権（
予
算
法
案
の
審
議
）

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
令
と
そ
の
ゆ
く
え京

都
橘
大
学
教
授　

髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向 

⑶

連  載
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を
侵
害
す
る
と
し
て
、
問
題
と
な
る
こ
と
も
珍
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
今
回
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
令
に
対
し
て
も
、

と
く
に
「
Ｏ
Ｎ
Ａ
に
関
す
る
覚
書
」
と
「
給
与
税
猶
予

に
関
す
る
覚
書
」
に
対
し
て
、
民
主
党
は
強
く
反
発
し
、

法
廷
闘
争
に
持
ち
込
む
こ
と
も
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　

大
統
領
令
の
主
な
内
容
⑴

―
災
害
救
助
法
に
基
づ
く
失
業
給
付
の
上
乗
せ

　

今
回
の
大
統
領
令
の
う
ち
、
失
業
給
付
の
延
長
問
題

に
関
す
る
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
指
示
を
示
し
た
も
の

が
、
一
つ
目
の
「
Ｏ
Ｎ
Ａ
に
関
す
る
覚
書
」
で
す
。
Ｏ

Ｎ
Ａ
と
は
、
災
害
救
助
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
（O

ther N
eeds A

ssistance Program

）

の
略
称
で
、
ア
メ
リ
カ
の
災
害
救
助
に
関
す
る
基
本

法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド

災
害
救
助
・
緊
急
事
態
支
援
法
（the Robert T

. 
Stafford D

isaster Relief and Em
ergency 

A
ssistance A

ct, P.L. 93-288

）
の
第
４
０
８
条

に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
法
は
、
大
規
模
災
害
等
の

被
災
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て
住
宅
支
援
を
行
う
と
と

も
に
、
住
宅
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
も
、

Ｏ
Ｎ
Ａ
の
枠
組
み
で
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
ま
す
。ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、や
や
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ

ク
で
す
が
、
２
０
２
０
年
３
月
13

日
の
大
統
領
宣
言
９
９
９
４
（
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流

行
に
係
る
国
家
非
常
事
態
宣
言
）

を
根
拠
に
、
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
法

の
第
４
０
８
条
を
援
用
す
る
か
た

ち
で
、
失
業
給
付
の
上
乗
せ
支
給

を
継
続
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
失
業
給

付
制
度
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と

め
て
お
き
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
失

業
給
付
は
、
各
州
が
管
理
運
営
す

る
失
業
保
険
（Unem

ploym
ent 

Insurance

）
を
通
じ
て
、
失
業

者
に
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
失
業

保
険
は
、
Ｆ
．
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政

権
下
で
成
立
し
た
１
９
３
５
年
社

会
保
障
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た

社
会
保
険
制
度
で
す
。
失
業
保

険
制
度
の
管
理
運
営
は
当
初
よ
り

州
政
府
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
き

た
た
め
、
詳
細
は
州
ご
と
に
異
な

り
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
す
べ
て

の
被
用
者
が
対
象
で
あ
り
、
ま
た
、

表　2020年8月8日の大統領令の概要

１．ONAに関する覚書
・失業給付の上乗せ（週400ドル、うち連邦負担300ドル）を12月まで継続
・財源は、CARES法が割り当てたコロナウイルス救済基金（CRF）の未執行分（800億ドル）と、

国土安全保障省の災害救済基金（DRF）の積立金（700億ドル）の一部を充当する
・スタッフォード法の408条（e）（2）が定めるONAプログラムとして実施する

２．給与税の猶予に関する覚書
・給与税（payroll tax）の納税を12月31日まで延期
・対象となる被用者の範囲は、年収換算で10万4000ドル以下まで

３．学生ローン支払救済制度の継続に関する覚書
・学生ローン支払救済制度を12月31日まで延長
・1965年高等教育法の455条（f）（2）（D）が根拠

４．住宅支援に関する行政命令
・保健福祉省長官とCDCは新型コロナの感染拡大を防ぐうえでモラトリアムが必要であるかを検

討する
・財務省長官と住宅・都市開発庁長官は住宅支援のために使える連邦政府基金を調査する
・住宅・都市開発庁長官は、強制退去や立ち退きを防ぐよう努める
・連邦住宅金融局長は、強制退去や差し押さえを防止しうる権限や資源を調査する

出所）大統領令に基づき著者作成。
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雇
用
主
の
都
合
に
よ
り
解
雇
や
離
職
し
た
者
に
対
し
て
、

26
週
ま
で
失
業
手
当
を
支
給
し
ま
す
。
失
業
保
険
の
財

源
で
あ
る
失
業
保
険
税
は
、
給
与
税
（payroll tax

）

と
し
て
、
社
会
保
障
税
（
年
金
保
険
料
）
お
よ
び
メ
デ
ィ

ケ
ア
保
険
料
と
一
括
し
て
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
失
業
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
雇
用
主
側
の
理
由
に

よ
る
解
雇
等
が
対
象
で
あ
る
た
め
、
全
額
を
雇
用
主
が

負
担
し
ま
す
（6）

。

　

失
業
給
付
の
額
は
、
州
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
労

働
省
・
雇
用
訓
練
局
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
０

年
１
月
時
点
で
の
全
米
平
均
は
州
３
８
５
ド
ル
で
す
（7）

。

こ
の
給
付
に
加
え
て
、
連
載
第
１
回
で
紹
介
し
た
「
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
支
援
・
救
済
・
経
済
保
障
法
」（
Ｃ
Ａ

Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
）
に
よ
り
、
週
６
０
０
ド
ル
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
で
は
、
さ
ら
に
受
給
期
間
を

13
週
延
長
す
る
と
と
も
に
、
本
来
は
失
業
保
険
が
適
用

さ
れ
な
い
自
営
業
者
等
に
も
失
業
給
付
を
支
給
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
同
法
は
、
失
業
給
付
へ
の

上
乗
せ
は
７
月
末
ま
で
と
し
、
受
給
期
間
の
延
長
と
受

給
対
象
者
の
拡
大
は
２
０
２
０
年
12
月
末
を
期
限
に
定

め
て
い
ま
し
た
（8）

。

　

８
月
以
降
の
失
業
給
付
の
上
乗
せ
支
給
を
め
ぐ
っ
て

は
、
議
会
で
は
共
和
党
が
２
０
０
ド
ル
へ
の
引
き
下
げ

を
主
張
す
る
一
方
、
民
主
党
は
現
行
６
０
０
ド
ル
の
維

持
を
求
め
る
な
ど
、
対
立
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
Ｏ
Ｎ
Ａ
に
関
す
る
覚
書
に

お
い
て
、「
民
主
党
議
員
が
２
度
に
わ
た
り
補
足
的
失

業
給
付
の
一
時
的
延
長
を
阻
ん
だ
」
と
非
難
し
た
う
え

で
、
上
乗
せ
額
を
４
０
０
ド
ル
に
削
減
す
る
一
方
、
期

限
を
12
月
（
ま
た
は
後
述
す
る
財
源
が
枯
渇
す
る
ま

で
）
延
長
す
る
こ
と
を
命
じ
ま
し
た
。

　

問
題
は
そ
の
財
源
で
す
。
新
た
な
予
算
立
法
は
連
邦

議
会
の
権
限
に
属
す
る
た
め
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、

既
存
の
連
邦
政
府
予
算
の
組
み
換
え
に
よ
る
財
源
調
達

を
試
み
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
①
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
で
新
設

さ
れ
た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
救
済
基
金
（Coronavirus 
Relief Fund

）
に
割
り
当
て
た
１
５
０
０
億
ド
ル
の

う
ち
の
、
未
執
行
分
８
０
０
億
ド
ル
を
活
用
す
る
と
と

も
に
、
②
国
土
安
全
保
障
省
が
管
理
す
る
災
害
救
助
基

金
（D

isaster Relief Fund

）
の
積
立
金
７
０
０

億
ド
ル
の
う
ち
の
４
４
０
億
ド
ル
（
２
５
０
億
ド
ル
は

Ｄ
Ｒ
Ｆ
に
残
し
て
お
く
）
と
、
③
そ
の
他
の
連
邦
予
算

（
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
法
に
基
づ
く
88
億
ド
ル
の
緊
急
事

態
支
援
金
）
を
、
失
業
給
付
の
上
乗
せ
に
転
用
す
る
こ

と
と
し
た
の
で
す
。
失
業
給
付
の
上
乗
せ
が
災
害
救
助

の
法
律
に
基
づ
く
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
失
業
給
付
の
上
乗
せ
を
継
続
す
る
に
し
て

も
、
７
月
ま
で
の
実
績
（
毎
月
約
４
５
０
億
ド
ル
）
を

考
え
る
と
、
週
４
０
０
ド
ル
に
減
額
し
た
と
し
て
も
毎

月
３
０
０
億
ド
ル
の
支
出
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
今
回

用
意
し
た
財
源
で
は
、
12
月
ま
で
の
４
カ
月
間
を
ぎ
り

ぎ
り
賄
え
る
水
準
で
す
。
仮
に
ハ
リ
ケ
ー
ン
な
ど
の
被

害
対
応
の
た
め
、
Ｄ
Ｒ
Ｆ
に
予
想
外
の
支
出
が
必
要
に

な
っ
た
場
合
、
そ
ち
ら
の
財
源
の
工
面
に
困
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
覚
書
で
は
、
州
政
府
に
対
し
て
も
、

上
乗
せ
額
の
25
％
（
週
１
０
０
ド
ル
）
の
拠
出
を
求
め

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
州
政
府
の
拠
出
に
関
し
て
、
覚

書
で
は
と
く
に
具
体
的
な
財
源
や
連
邦
政
府
の
補
助
は

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
州
に
お
い
て
、
失
業
保
険
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
た
め
の
基
金
も
含
め
て
、
ど
の
基
金
を
使
う

の
か
を
確
認
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
だ
け
で
す
。
州
政

府
の
拠
出
を
義
務
付
け
て
も
い
な
い
た
め
、
州
に
よ
っ

て
、
失
業
給
付
の
上
乗
せ
金
額
が
異
な
る
こ
と
も
予
想

さ
れ
ま
す
。

　

大
統
領
令
の
主
な
内
容
⑵

―
給
与
税
の
納
税
猶
予
、
そ
の
他

　

失
業
給
付
以
外
の
大
統
領
令
も
整
理
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
２
つ
目
の
「
給
与
税
猶
予
に
関

す
る
覚
書
」
に
お
い
て
、
さ
き
ほ
ど
も
登
場
し
た
給
与
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税
に
つ
い
て
、
納
税
期
限
を
９
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
延
期
（
課
税
の
繰
り
延
べ
）
す
る
こ
と
を
命
じ
ま

し
た
。
た
だ
し
、
賃
金
や
俸
給
が
年
収
換
算
で
課
税
前

所
得
10
万
４
０
０
０
ド
ル
を
超
え
る
被
用
者
に
対
す
る

給
与
税
に
つ
い
て
は
、
納
税
猶
予
の
対
象
外
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
覚
書
に
つ
い
て
は
、
法
的
な
根
拠
は
と
く

に
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

３
つ
目
の
「
学
生
ロ
ー
ン
支
援
に
関
す
る
覚
書
」

は
、
学
生
ロ
ー
ン
支
払
救
済
制
度
の
継
続
に
関
す
る
も

の
で
す
。
じ
つ
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
大
学
も
閉
鎖
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
３
月
20
日
、
ア
メ
リ
カ
教
育
省
長
官

は
、
連
邦
学
生
援
助
（Federal Student A

id
）

を
通
じ
て
、
連
邦
学
生
ロ
ー
ン
の
支
払
い
お
よ
び
滞
納

処
分
の
停
止
、
60
日
間
の
ロ
ー
ン
利
率
の
０
％
固
定
な

ど
を
命
じ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
生
ロ
ー
ン
支
払
救
済

制
度
は
、
３
月
27
日
に
成
立
し
た
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
に
よ

り
、
９
月
30
日
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

覚
書
は
、
１
９
６
５
年
高
等
教
育
法
の
４
５
５
条

（
ｆ
）（
２
）（
Ｄ
）
が
定
め
る
困
窮
学
生
支
援
の
規
定

を
根
拠
と
し
て
、
学
生
ロ
ー
ン
支
援
制
度
を
さ
ら
に
12

月
31
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

　

４
つ
目
の
「
住
宅
支
援
に
関
す
る
行
政
命
令
」
は
、

住
宅
の
差
し
押
さ
え
や
強
制
退
去
に
対
す
る
猶
予
（
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
）
を
継
続
す
る
こ
と
を
、
関
係
機
関
に
命

令
し
た
も
の
で
す
。
３
月
の
段
階
で
、
住
宅
・
都
市
開

発

省
（Departm

ent of H
ousing and U

rban 
Developm

ent

）
の
長
官
は
、
連
邦
住
宅
局
が
保
証
し

て
い
る
単
身
世
帯
向
け
の
住
宅
抵
当
権
に
対
し
て
、
モ
ラ

ト
リ
ア
ム
を
適
用
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
に

あ
わ
せ
て
、
連
邦
住
宅
金
融
局
（Federal Housing 

Finance A
gency

）
も
ま
た
、
連
邦
住
宅
抵
当
公
庫

お
よ
び
連
邦
住
宅
金
融
抵
当
公
庫
に
対
し
て
、
60
日
間

の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
指
示
し
ま
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
も

ま
た
、
特
定
の
条
件
下
で
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
定
め
ま

し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
に
関
す
る
措
置

は
、
い
ず
れ
も
失
効
し
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、

住
宅
の
差
し
押
さ
え
や
強
制
退
去
の
猶
予
を
防
止
す
る

た
め
に
、
関
係
す
る
各
機
関
に
対
し
て
、
調
査
や
検
討
、

ま
た
具
体
的
な
行
動
を
命
じ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
行
政
命
令
と
し
て
は
珍
し
く
根
拠
法
が
明
確

に
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
、「
議
会
が
失
敗
し

た
た
め
、
わ
が
政
権
は
、
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
た

だ
中
で
弱
い
立
場
の
人
々
（vulnerable people

）

が
自
宅
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ

る
努
力
を
す
る
」「
強
制
退
去
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
と
り

わ
け
黒
人
と
ラ
テ
ィ
ー
ノ
で
深
刻
で
あ
る
。
議
会
と
は

異
な
り
、
私
は
そ
の
状
態
を
黙
認
し
、
弱
い
立
場
に
あ

る
困
窮
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
支
援
を
拒
否
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
な
ど
と
、
議
会
す
な
わ
ち
民
主
党
を
痛
烈

に
批
判
す
る
文
言
が
、
官
報
に
も
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
（9）

。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
令
の
ゆ
く
え

　

今
回
の
大
統
領
令
に
つ
い
て
、
第
１
に
、
そ
の
柱
を

な
す
失
業
給
付
の
上
乗
せ
の
継
続
に
つ
い
て
は
、
議
会

で
の
法
案
審
議
が
膠
着
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
一
定

評
価
す
べ
き
か
と
考
え
ま
す
。
２
０
２
０
年
７
月
の
雇

用
は
１
７
６
万
３
０
０
０
人
の
増
加
（
非
農
業
労
働

者
）
で
、
失
業
率
は
前
月
の
11
・
１
％
か
ら
10
・
２
％

に
低
下
し
ま
し
た
。
春
先
の
予
想
よ
り
は
好
調
と
言
え

ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
失
業
し
た
２
２
０
０
万
人
と
比

較
す
れ
ば
、
い
ま
だ
４
割
ほ
ど
し
か
回
復
を
見
て
お
ら

ず
、
失
業
問
題
は
依
然
と
し
て
深
刻
で
す
。
な
お
、
ヘ

ル
ス
ケ
ア
分
野
は
12
万
６
０
０
０
人
の
雇
用
増
で
、
歯

科
診
療
所
４
万
５
０
０
０
人
、
病
院
は
２
万
７
０
０
０

人
、
医
科
診
療
所
２
万
６
０
０
０
人
な
ど
と
な
っ
て
い

ま
す
。
他
方
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
と
入
居
者
施
設
は

２
万
８
０
０
０
人
の
減
少
と
な
っ
て
お
り
、
介
護
分
野

で
は
引
き
続
き
雇
用
が
減
少
し
て
い
ま
す
。
ヘ
ル
ス
ケ

ア
全
体
で
も
、
２
月
時
点
と
の
比
較
で
は
79
万
７
０
０

０
人
の
雇
用
減
で
あ
り
、
い
ま
だ
回
復
途
上
に
あ
る
と

51



い
え
ま
す

（10）

。

　

第
２
に
、
給
与
税
の
納
税
猶
予
（
課
税
繰
り
延
べ
）

に
つ
い
て
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
企
業
と
家
計
を
支
援
す

る
対
策
だ
と
喧
伝
し
て
い
ま
す
が
、
全
米
商
工
会
議
所

を
は
じ
め
30
超
の
経
済
団
体
は
、
今
回
の
覚
書
が
課
税

の
免
除
で
は
な
く
、
単
な
る
納
税
の
猶
予
で
あ
る
な
ら

ば
、
翌
年
度
以
降
に
大
幅
な
追
納
義
務
が
発
生
し
て
し

ま
う
と
し
て
、
租
税
負
担
を
軽
減
す
る
法
律
の
策
定
を

求
め
て
い
ま
す

（11）

。

　

第
３
に
、
９
月
末
に
航
空
旅
客
業
に
対
す
る
支
援
が

期
限
を
迎
え
る
な
か
、
新
た
な
支
援
方
策
が
ま
と
ま
ら

な
け
れ
ば
、
航
空
旅
客
業
で
の
大
規
模
な
リ
ス
ト
ラ
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。
す
で
に
、
10
月
１
日
以
降
、
ア
メ
リ

カ
ン
航
空
は
１
万
９
０
０
０
人
の
レ
イ
オ
フ
を
、
ま
た

デ
ル
タ
航
空
は
２
０
０
０
名
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
一
時
休

業
さ
せ
る
こ
と
を
、
公
表
し
て
い
ま
す
。
議
会
で
の
審

議
が
進
ま
な
け
れ
ば
、
航
空
旅
客
業
な
ど
に
対
す
る
支

援
に
関
す
る
新
た
な
大
統
領
令
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
、
財
源
調
達
の
問
題
が
さ
ら
に

厳
し
さ
を
増
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味

で
は
、
11
月
の
大
統
領
選
挙
と
同
時
に
実
施
さ
れ
る
議

会
議
員
選
挙
（
下
院
は
全
議
員
、
上
院
は
定
数
の
３
分

の
１
）
の
動
向
に
も
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
だ
と
言
え

ま
す
。
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